
嘉手納町の人口／男：6,793人　女：7,013人　合計：13,806人（5,138世帯）
●出生／11人　●死亡／12人　●転入／104人　●転出／81人
前月との比較〔＋22人〕　　　　　　　　　　　　（平成21年4月1日現在）

今月の主な内容
□ トピックス
□ 年金だより・保健師だより
□ 平成21年度一般会計当初予算決まる！
□ お知らせ・新任紹介
□ お知らせ
□ 町有財産の先着順売払いについて
□ 図書館瓦版・けんぞう通信・町長の主な業務日程
□ お知らせ
□ 町民カレンダー
□ トピックス
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広報かでな（2） 

入　学　式 

　4月1日付けで、真喜屋教育長が嘉手納
外語塾の塾長に就任しました。就任にあ
たり真喜屋教育長は「嘉手納外語塾の塾
長を新年度から教育長が併任することに
なり、栄えある創設期からさらなる充実期
に向けて、塾頭（宮城町長）とともに努力
を傾注いたします。」と述べていました。 

　3月14日、特別養護老人ホーム比謝川の里におい
てサッカーチーム屋良FCの5、6年生10名が、6年生
の卒業を前に清掃ボランティア活動を行いました。 
　子ども達は、多目的ホールの掃き掃除や床磨き、
窓拭きなどを一生懸命行っていました。 
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－ サッカーチーム屋良FC － 

　4月8日、9日の両日、町内の各学校において入学式・入園式が行われました。今
年は、嘉手納中学校187名、屋良小学校45名、嘉手納小学校108名、屋良幼稚園
49名、嘉手納幼稚園70名の児童生徒が入学・入園しました。 
　新入生は、少し緊張した表情で在校生や保護者の暖かい拍手に迎えられ、希望
を胸に学校生活をスタートさせました。 
　4月17日には、嘉手納外語塾の入学式が中央公民館で行われ4名が入学しました。 
　真喜屋塾長は「今年も優秀な4名が入塾しました。今後の成長が期待されます。」
とあいさつを述べると新入生を代表して神谷嘉修さんが「外語塾生として多くの

ことに挑戦し、2年間学び自分を育てよ
うと思います。」と決意を述べました。 
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　3月13日、ロータリー広場において、宮城
篤実町長、砂川道男嘉手納警察署長など多く
の関係者が参加する中、青色回転灯出発式（か
でな振興株式会社主催）が行われました。 
　今年はさらに3台が加わったこともあり、地
域住民と一体となって安心・安全なまちづく
りを目指していくことを参加者全員で決意し
ました。　 
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清掃ボランティア活動 
－ サッカーチーム屋良FC － 
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保険料の 
納め方 

自営業・自由業・農林漁業・学 
生・ﾌﾘｰｱﾙﾊﾞｲﾀｰ・無職の人など 
で20歳以上60歳未満の人 
 
町役場国民年金担当窓口 
 
自分で納めます。納付書が社会 
保険庁から送付されますので、 
金融機関等で納めてください。 

第１号被保険者 
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みんなで加入・みんなで支え合う 国民年金 年 金 
だより 

日本国内に住所がある、20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入し保険料を納めます。職業
などにより、第1号から第3号まで3種類の被保険者種別があり、保険料の納付方法が異なります。 

～国民年金のしくみと加入する人～ 

保健師 
だより 

　毎年5月31日の世界禁煙デーに合わせて、5月31日から6月6日まで禁煙週間が実施されます。沖縄
県は喫煙している人の割合が高く、20代～40代で喫煙習慣のある人は、男性では約半数を占めており、
女性では10％強にも上ります（平成15年度県民栄養調査）。また、嘉手納町も同様な傾向にあり、
喫煙の身体に与える影響を考えると、喫煙している人だけではなく、周りの人も喫煙・禁煙について
共に考えなければいけません。この禁煙週間にタバコの害についてもう一度考え、健康生活を送りま
しょう。 

禁煙週間：5月31日～6月6日 

厚生年金や共済組合に加入してい 
る会社員や公務員 
 
 
勤務先が加入手続きを行います 
 
厚生年金や共済組合の保険料を納 
めます。それとは別に国民年金保 
険料を納める必要はありません。 

第２号被保険者 
会社員や公務員など（第２号被保 
険者）に扶養されている配偶者で 
20歳以上60歳未満の人 
 
第2号被保険者の勤務先 
 
個人で納める必要はありません。 
国民年金保険料は配偶者の加入し 
ている年金制度が負担します。 

第３号被保険者 

　国民年金保険料の額　定額保険料（平成21年４月から）　　　月額　14,660円 
　国民年金保険料の納め方①納付書（現金）で納付　毎月の保険料は翌月末日までに納めます。社会保険庁
から送付された納付書で、銀行、郵便局、農協、信用金庫、ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱなどで納めることができます。②口座振
替で納付　毎月の保険料を当月末日振替にすると、月々50円の割引があります。通常の口座振替の振替日は翌月
末日ですが、申出により当月末日振替にすると１ヶ月あたり50円割引があります。また、その年度の１年分また
は６ヶ月分の保険料をまとめて納めると納付書（現金）で納めるより割引が多く、大変お得です。 

d

※詳しくは、国民年金係までお問合せください。 
　嘉手納町役場 町民課 国民年金係　TEL  956-1111  内線（141・147） 

健康相談の案内 
　　＊総合健康相談　毎週木曜日　午前9：00～11：30　町役場保健師室 
　　　　　　　　　　　（健康手帳や母子健康手帳をお持ちください。） 

Part60Part60

禁煙を成功させるコツ 
＊ 禁煙の意思を強くもつ事 
＊ 深呼吸や水を飲むこと、歯磨きなどで気分転換をする 
＊ 食後は散歩などの運動を行う 
＊ アルコールや､香辛料､コーヒーは控えめにする 
＊ 食べ過ぎないようにする 
＊ なるべくのんびりすごし、気持ちを落ち着かせる 
＊ 糖分の少ないガムをかむ 
＊ 禁煙仲間を作る　　　　　　　　　　　　　など 

禁煙は、意思だけでは
どうにもなりません。
家族や友人の協力を得
ながら、気軽に禁煙を
始めてみましょう。 

禁煙で健康生活を送りましょう
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平成21年度一般会計当初予算 60億3,797万4千円に決まる！ 平成21年度一般会計当初予算 60億3,797万4千円に決まる！ 平成21年度一般会計当初予算 60億3,797万4千円に決まる！ 
平成21年度一般会計予算は　以下のとおりとなっております。 

　歳出とは会計年度におけるいっさいの支出のことで、町の行うさまざまな事業の費用

となっております。今年度は新たな事業として、中学卒業時までの医療費助成、人間ド

ック受診助成、後期高齢者医療保険料助成、小中学校教材助成、嘉手納小学校遊具設置

工事、嘉手納野球場改修工事、嘉手納運動公園陸上競技場改修工事、屋良町営住宅基本

設計委託業務等を行います。 

　歳入とは会計年度におけるいっさいの収入のことです。わが町においては町税や財産

収入など自主財源（42.8％）が少なく、その多くを国庫支出金や地方交付税などの依存

財源（57.2％）に頼っているのが現状です。 

　歳入の内容は、上記のとおりです。 

歳　　出 

○総務費とは、全般的な管理事務、徴税、選挙、財務事務、基地渉外、職員の給与、福利厚生に要する

費用です。 

○民生費とは、町民の生活と社会生活の保障（社会福祉）に使われる費用です。 

○土木費とは、道路、公園の整備等に使われる費用です。 

○教育費とは、小・中学校や幼稚園の運営、学校建設等また社会教育等に使われる費用です。 

○衛生費とは、町民が健康で衛生的な生活を送るために使われる費用です。 

○消防費とは、火事はもちろん、救急救命や台風など災害対策に使われる費用です。 

○議会費とは、議会の活動に使われる費用です。 

○商工費とは、商業や工業の振興、観光、祭り等に使われる費用です。 

○農林水産業費とは、農業、漁業、林業の振興に使われる費用です。 

○公債費とは、道路や学校などをつくるために借入れた費用の返済に充てるものです。 

歳　　入 

○町税とは、町の行政運営が円滑に行われるよう、町民から徴収する（一般に税金と呼ばれる）もので

す。 

○地方交付税とは、町民から徴収している税金ではまかないきれない部分を、一定の基準により国が交

付するものです。 

○国庫支出金とは、使用目的が特定されている、国からの負担金や補助金のことです。 

○国有提供施設等所在市町村助成交付金とは、一般的に基地交付金と呼ばれ、米軍基地、自衛隊基地が

ある市町村に、固定資産税に代わるものとして国が交付するもです。 

○施設等所在市町村調整交付金とは、米軍資産（ドル資産と呼ばれる合衆国資金によって取得された建

物、工作物等）が所在する市町村に、固定資産税に代わるものとして国が負担するものです。 

○財産収入とは、町が所有する財産を貸したり、売払ったりしたこと等により生じたものです。 

歳　入 
6,037,974 
（単位：千円） 

歳　出 
6,037,974 
（単位：千円） 

地方交付税 
1,538,979 
（26％） 

町税 
1,641,076 
（27％） 

施設等所在市町村 
調整交付金 
664,705（11％） 

国有提供施設等所在 
市町村助成交付金 
288,388（5％） 

財産収入 
419,610（7％） 

その他 
989,574（16％） 

国庫支出金 
495,642（8％） 

公債費 
527,284（9％） 

消防費 
218,138（3％） 

議会費 
113,861（2％） 

商工費 
63,990（1％） 農林水産業費 

35,840（0.6％） 

その他 
20,220 
（0.4％） 

土木費 
908,812 
（15％） 

教育費 
899,263 
（15％） 

民生費 
1,624,266 
（27％） 

総務費 
1,103,854 
（18％） 

衛生費 
522,446 
（9％） 

町民一人当たりの町税負担額　118,867円 
3月末現在住民登録人口　13,806人 

町民一人当たりに使われる額　437,344円 

特別会計予算 平成２１年度一般会計当初予算の特徴 

○国民健康保険特別会計予算 
　１，９７５，４６４千円（対前年度比４．８％増） 
○老人保健特別会計予算 
　　　４，２４０千円（対前年度比９５．６％減） 
○後期高齢者医療特別会計予算 
　   ２２０，１４６千円（対前年度比１９．３％減） 
○水道事業会計予算 
　水道事業収益  　３６４，８２１千円 
    （対前年度比６．６％減） 
　水道事業費  　３４９，３９９千円 
    （対前年度比０．６％増） 
　資本的収入    　７０，４６１千円 
    （対前年度比５００５．９％増） 
　資本的支出  　１５７，９５９千円 
    （対前年度比１２０．９％増） 
○下水道事業特別会計予算 
　　３４８，１９２千円（対前年度比５．５％増） 

　平成２１年度は、「第４次嘉手納町総合計画」

のスタートの年となります。「支え合い」「人づくり」

「安心」「賑わい」の４つの大きな方向性を結び

つけ、新たなまちづくりを進めるための各事業を

予算化しております。 

　歳入においては、自主財源の根幹である町税

の大幅な伸びは期待できず、また、もっとも大き

な割合を占める地方交付税についても国による

仮試算では減額が見込まれております。一方歳

出においては、教育、福祉、介護、産業振興等に

新たな施策の実施が打ち出されました。厳しい

状況が続いておりますが、更なる経費節減、行

政改革に取り組んだ結果、基金を取り崩すこと

なく６０億３７，９７４千円（対前年比２億１３，００６千

円　３．７％増）の一般会計予算を編成すること

ができました。 
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地方交付税 
1,538,979 
（26％） 

町税 
1,641,076 
（27％） 

施設等所在市町村 
調整交付金 
664,705（11％） 

国有提供施設等所在 
市町村助成交付金 
288,388（5％） 

財産収入 
419,610（7％） 

その他 
989,574（16％） 

国庫支出金 
495,642（8％） 

公債費 
527,284（9％） 

消防費 
218,138（3％） 

議会費 
113,861（2％） 

商工費 
63,990（1％） 農林水産業費 

35,840（0.6％） 

その他 
20,220 
（0.4％） 

土木費 
908,812 
（15％） 

教育費 
899,263 
（15％） 

民生費 
1,624,266 
（27％） 

総務費 
1,103,854 
（18％） 

衛生費 
522,446 
（9％） 

町民一人当たりの町税負担額　118,867円 
3月末現在住民登録人口　13,806人 

町民一人当たりに使われる額　437,344円 

特別会計予算 平成２１年度一般会計当初予算の特徴 

○国民健康保険特別会計予算 
　１，９７５，４６４千円（対前年度比４．８％増） 
○老人保健特別会計予算 
　　　４，２４０千円（対前年度比９５．６％減） 
○後期高齢者医療特別会計予算 
　   ２２０，１４６千円（対前年度比１９．３％減） 
○水道事業会計予算 
　水道事業収益  　３６４，８２１千円 
    （対前年度比６．６％減） 
　水道事業費  　３４９，３９９千円 
    （対前年度比０．６％増） 
　資本的収入    　７０，４６１千円 
    （対前年度比５００５．９％増） 
　資本的支出  　１５７，９５９千円 
    （対前年度比１２０．９％増） 
○下水道事業特別会計予算 
　　３４８，１９２千円（対前年度比５．５％増） 

　平成２１年度は、「第４次嘉手納町総合計画」

のスタートの年となります。「支え合い」「人づくり」

「安心」「賑わい」の４つの大きな方向性を結び

つけ、新たなまちづくりを進めるための各事業を

予算化しております。 

　歳入においては、自主財源の根幹である町税

の大幅な伸びは期待できず、また、もっとも大き

な割合を占める地方交付税についても国による

仮試算では減額が見込まれております。一方歳

出においては、教育、福祉、介護、産業振興等に

新たな施策の実施が打ち出されました。厳しい

状況が続いておりますが、更なる経費節減、行

政改革に取り組んだ結果、基金を取り崩すこと

なく６０億３７，９７４千円（対前年比２億１３，００６千

円　３．７％増）の一般会計予算を編成すること

ができました。 



広報かでな（6） （7）広報かでな 

平成21年10月より 
町県民税の年金からの引き落としが始まります。 

…お知らせ… 

公的年金を受給されていて、町県民税の納税義務のある方は、現在、
役場、銀行等に出向き、窓口で町県民税をお支払いいただいていますが、
今回の制度導入により、町県民税が公的年金から引き落とし（特別徴収）
されることとなります。 

※対象となる方 
・平成21年4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者で、町県
民税の納税義務のある方。 
 
※ただし、次に該当する方は対象になりません。 
・年金収入のみの方（65歳以上）で非課税対象となる方 
・公的年金から引き落とし（特別徴収）される額が老齢基礎年金額を
超える方 
・介護保険の特別徴収対象被保険者でない方 

これまでの納め方 

年税額の1/4ずつを6月・8月・
10月・1月に納付書で納めて
頂きました。 

平成21年度の納め方 

6月と8月は年税の1/4ずつを
これまでどおり納付書で納め
て頂きます。 
10月・12月・2月は年税額の
1/6ずつが年金から引き落と
しされます。 

【お問い合わせ先】 
嘉手納町役場　税務課　税務係　TEL 956－1111（内線131・132・184） 

a

平成21年10月より 
町県民税の年金からの引き落としが始まります。 

　行政相談制度は、役所等の仕事に関する苦情、要望等をお受けして、
その解決を促進するとともに、皆さんの声を行政に役立てるものです。
　総務省では、このことを広く住民の皆様に利用していただくため、毎
年5月に行政相談週間を実施しております。次のような場合にはお気軽に
御相談ください。 

　　１　説明に納得できない。 
　　２　どこに相談したらいいのか分からない。 
　　３　このようにして欲しい。 
　　４　処理が遅い。 
　　５　直接は苦情を申し出にくい。 
　 
　嘉手納町では、伊禮宗金さんが総務大臣から行政相談委員に委嘱され、
皆さんの相談相手となっています。 
　住　　所　嘉手納町字水釜５３２番地１ 
　電話番号　956－3192 
　 
　総務省沖縄行政評価事務所でも、次のとおり電話等で相談を常時受け
付けています。 
　相談窓口　総務省沖縄行政評価事務所 
　所 在 地　那覇市おもろまち２丁目１番１号 
　　　　　　那覇第２地方合同庁舎１号館４階 
　行政苦情110番　（098）867－1100　 
  （午後5時15分から午前8時30分までは、留守番電話）0570－090110 
　相談受付ファックス　（098）866－0158

行政相談週間始まる(5月18日から24日まで)行政相談週間始まる(5月18日から24日まで)行政相談週間始まる(5月18日から24日まで)

　このたび、西区在住の伊禮宗金さん
が総務大臣から行政相談委員に委嘱さ
れました。お気軽にご相談ください。 

行政相談委員に 
　伊 禮  宗 金 さん 

　平成21年4月1日から平成21年12月14日
までFRP廃船処理の申込受付をします。 
　詳しくはFRP船リサイクルセンターに
お問い合わせ下さい。 

FRP船リサイクルセンター専用電話 

03－3567－6929

　これまでのブラウン管テレビ、エ
アコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機に
加えて、液晶テレビ・プラズマテレ
ビ、衣類乾燥機もメーカーによって
回収・リサイクルされます。 

～あなたの相談相手―民生委員・児童委員はいつもそばにいます～ 

▲▲▲民生委員は福祉に関するボランティア▲▲▲ 

心配ごとは一人で悩まず　お気軽にご相談下さい。 

嘉手納町民生委員児童委員協議会 
TEL 956-1177

経 済 産 業 省 ・ 環  境  省 

合 同 相 談 所 開 設 の お 知 ら せ 
日時   平成21年6月1日（月）    午前10時から午後4時まで 
場所   嘉手納町役場エントランスホール 

相談内容 
○  道路、交通安全等に関する相談。 
○  老人福祉に関する相談。 
○  医療保険、年金等に関する相談。 
○  公害、環境衛生等に関する相談。 
○  公共施設に関する相談。 
○  行政窓口サービスに関する相談。 
 
　国、県及び町の仕事に関する苦情、意見、要
望等がありましたら、お気軽に御相談ください。 
行政相談委員（総務大臣委嘱） 
伊 禮 宗 金  水釜532番地１　℡ 956－3192

行政相談  
相談内容 
○  いじめ、体罰、児童虐待等の相談。 
○  結婚、離婚、入籍等の戸籍に関する相談。 
○  DV（パートナーからの暴力）、セクハラ等の 
　  相談。 
○  相続、売買等などの登記に関する相談。 
○  借地、借家等に関する相談。 
○  金銭貸借に関する相談。 
 
　住みよい社会を築くため「人権の番人」とし
て、人権擁護委員はあなたの味方です。秘密は
厳守されますので、安心して御相談ください。 
人権擁護委員（法務大臣委嘱） 
松 堂 忠 仁  嘉手納121番地2　℡ 956－2002 
嘉手川千恵子  水釜562番地5　℡ 956－2583 
玉 城美佐子  屋良129番地1　℡ 956－2777

人権相談  
相談内容 
○  生活が苦しい。 
○  職業に関する相談。 
○  結婚、離婚等に関する相談。 
○  健康、衛生、医療及び年金に関する相談。 
○  心身障害者（児）福祉に関する相談。 
○  母子、父子及び老人福祉に関する相談。 
○  介護に関する相談。  
　相談員は民生委員、児童委員及び当該委員経験者が
当たり、皆さんの立場になって相談に応じ、適切な指導及
び助言を行い問題解決のためにお力添えいたします。 
民生委員、児童委員（厚生労働大臣委嘱） 
南純子　　水　釜562番地2　℡ 956－8352 
金城睦昇　嘉手納429番地　  ℡ 956－5951 
金城勝代　水　釜362番地22  ℡ 956－5241 
伊波鶴子　屋　良33番地7　  ℡ 956－1011 
奥間敬子　嘉手納126番地10  ℡ 956－5672 
司法書士 
松堂忠仁　嘉手納121番地2（職）℡ 956－2002
　　　　　　　　　　　　（自）956－3794

心配ごと相談  行政相談  人権相談  心配ごと相談  

＊ 合同相談の日以外でも、相談事業を行っております。相談、問い合わせ等がございましたら、上記の各相談委員へお電話ください。 

◆新任紹介◆ 

比謝川行政事務組合 
ニライ消防本部新採用 
山 城 康 幸  
松 田 　 豊  

◆新任紹介◆ 

　民生委員・児童委員は、地域福祉の推進役として、住民の立場
に立ち、住民と共に安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいます。 
　また、児童や高齢者などに対する家庭内における虐待、あるいは
不登校・引きこもり、社会的孤独など、地域と連携しなければ気付く
ことのできない課題もあり、地域と連携し活動を推進します。 

○地域住民のかかえる問題について、住民の立場に立って相談に応じます。 
○私たちの町にはどんな福祉や支援サービスがあるのか、情報提供等の支援を 
　行います。 
○必要なサービスが受けられるよう、関係機関とのパイプ役になります。 

　氏　名　  
伊 波 鶴 子  
伊 波 豊 子  
池 原 菊 江  
比 嘉 安 春  
護得久恵美子 
奥 間 敬 子  
新 垣 光 子  
漢 那 安 輝  
津波古恵美子 
仲 本 ス へ  
金 城 睦 昇  
仲宗根靜子  
上 間 邦 夫  

担当区 
 
 

東　区 
 
 
 

中央区 
 
 
 

北　区 

　電　話　  
9 5 6 - 1 0 1 1  
9 5 6 - 1 0 3 8  
9 5 6 - 4 6 0 1  
9 5 6 - 7 2 7 6  
9 5 6 - 1 8 9 6  
9 5 6 - 5 6 7 2  
9 5 6 - 1 8 2 4  
090-1949-6322 
9 5 6 - 7 0 6 6  
9 5 6 - 2 1 5 1  
9 5 6 - 5 9 5 1  
9 5 6 - 3 3 4 8  
9 5 6 - 1 5 9 4

　氏　名　  
南 　 純 子  
古 謝 国 枝  
大 城 朝 忠  
金 城 　 宏  
比 嘉 政 子  
奥 間 　 毅  
島袋シズ子  
金 城 勝 代  
知念サヨ子  
仲宗根ヒロ子 
渡久知　勝  
古 堅 寿 勇  
稲 嶺 克 子  

担当区 
 

南　区 
 
 

西　区 
 
 
 

西浜区 
 
 

主　児 

　電　話　  
9 5 6 - 8 3 5 2  
9 5 6 - 8 5 2 7  
9 5 6 - 8 3 8 5  
9 5 6 - 0 4 8 9  
9 5 6 - 5 0 2 4  
090-1948-3574 
9 5 6 - 3 8 0 1  
9 5 6 - 5 2 4 1  
9 5 6 - 6 1 9 2  
9 5 6 - 3 7 1 6  
9 5 6 - 5 6 9 5  
9 5 6 - 2 3 3 0  
9 5 6 - 3 9 7 1

固定資産評価委員 
松 堂 忠 仁  

嘉手納小学校校長 
久 場 明 子  

屋良小学校教頭 
浦 崎 直 哉  

平成21年4月1日付 



広報かでな（6） （7）広報かでな 

平成21年10月より 
町県民税の年金からの引き落としが始まります。 

…お知らせ… 

公的年金を受給されていて、町県民税の納税義務のある方は、現在、
役場、銀行等に出向き、窓口で町県民税をお支払いいただいていますが、
今回の制度導入により、町県民税が公的年金から引き落とし（特別徴収）
されることとなります。 

※対象となる方 
・平成21年4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金受給者で、町県
民税の納税義務のある方。 
 
※ただし、次に該当する方は対象になりません。 
・年金収入のみの方（65歳以上）で非課税対象となる方 
・公的年金から引き落とし（特別徴収）される額が老齢基礎年金額を
超える方 
・介護保険の特別徴収対象被保険者でない方 

これまでの納め方 

年税額の1/4ずつを6月・8月・
10月・1月に納付書で納めて
頂きました。 

平成21年度の納め方 

6月と8月は年税の1/4ずつを
これまでどおり納付書で納め
て頂きます。 
10月・12月・2月は年税額の
1/6ずつが年金から引き落と
しされます。 

【お問い合わせ先】 
嘉手納町役場　税務課　税務係　TEL 956－1111（内線131・132・184） 

a

平成21年10月より 
町県民税の年金からの引き落としが始まります。 

　行政相談制度は、役所等の仕事に関する苦情、要望等をお受けして、
その解決を促進するとともに、皆さんの声を行政に役立てるものです。
　総務省では、このことを広く住民の皆様に利用していただくため、毎
年5月に行政相談週間を実施しております。次のような場合にはお気軽に
御相談ください。 

　　１　説明に納得できない。 
　　２　どこに相談したらいいのか分からない。 
　　３　このようにして欲しい。 
　　４　処理が遅い。 
　　５　直接は苦情を申し出にくい。 
　 
　嘉手納町では、伊禮宗金さんが総務大臣から行政相談委員に委嘱され、
皆さんの相談相手となっています。 
　住　　所　嘉手納町字水釜５３２番地１ 
　電話番号　956－3192 
　 
　総務省沖縄行政評価事務所でも、次のとおり電話等で相談を常時受け
付けています。 
　相談窓口　総務省沖縄行政評価事務所 
　所 在 地　那覇市おもろまち２丁目１番１号 
　　　　　　那覇第２地方合同庁舎１号館４階 
　行政苦情110番　（098）867－1100　 
  （午後5時15分から午前8時30分までは、留守番電話）0570－090110 
　相談受付ファックス　（098）866－0158

行政相談週間始まる(5月18日から24日まで)行政相談週間始まる(5月18日から24日まで)行政相談週間始まる(5月18日から24日まで)

　このたび、西区在住の伊禮宗金さん
が総務大臣から行政相談委員に委嘱さ
れました。お気軽にご相談ください。 

行政相談委員に 
　伊 禮  宗 金 さん 

　平成21年4月1日から平成21年12月14日
までFRP廃船処理の申込受付をします。 
　詳しくはFRP船リサイクルセンターに
お問い合わせ下さい。 

FRP船リサイクルセンター専用電話 

03－3567－6929

　これまでのブラウン管テレビ、エ
アコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機に
加えて、液晶テレビ・プラズマテレ
ビ、衣類乾燥機もメーカーによって
回収・リサイクルされます。 

～あなたの相談相手―民生委員・児童委員はいつもそばにいます～ 

▲▲▲民生委員は福祉に関するボランティア▲▲▲ 

心配ごとは一人で悩まず　お気軽にご相談下さい。 

嘉手納町民生委員児童委員協議会 
TEL 956-1177

経 済 産 業 省 ・ 環  境  省 

合 同 相 談 所 開 設 の お 知 ら せ 
日時   平成21年6月1日（月）    午前10時から午後4時まで 
場所   嘉手納町役場エントランスホール 

相談内容 
○  道路、交通安全等に関する相談。 
○  老人福祉に関する相談。 
○  医療保険、年金等に関する相談。 
○  公害、環境衛生等に関する相談。 
○  公共施設に関する相談。 
○  行政窓口サービスに関する相談。 
 
　国、県及び町の仕事に関する苦情、意見、要
望等がありましたら、お気軽に御相談ください。 
行政相談委員（総務大臣委嘱） 
伊 禮 宗 金  水釜532番地１　℡ 956－3192

行政相談  
相談内容 
○  いじめ、体罰、児童虐待等の相談。 
○  結婚、離婚、入籍等の戸籍に関する相談。 
○  DV（パートナーからの暴力）、セクハラ等の 
　  相談。 
○  相続、売買等などの登記に関する相談。 
○  借地、借家等に関する相談。 
○  金銭貸借に関する相談。 
 
　住みよい社会を築くため「人権の番人」とし
て、人権擁護委員はあなたの味方です。秘密は
厳守されますので、安心して御相談ください。 
人権擁護委員（法務大臣委嘱） 
松 堂 忠 仁  嘉手納121番地2　℡ 956－2002 
嘉手川千恵子  水釜562番地5　℡ 956－2583 
玉 城美佐子  屋良129番地1　℡ 956－2777

人権相談  
相談内容 
○  生活が苦しい。 
○  職業に関する相談。 
○  結婚、離婚等に関する相談。 
○  健康、衛生、医療及び年金に関する相談。 
○  心身障害者（児）福祉に関する相談。 
○  母子、父子及び老人福祉に関する相談。 
○  介護に関する相談。  
　相談員は民生委員、児童委員及び当該委員経験者が
当たり、皆さんの立場になって相談に応じ、適切な指導及
び助言を行い問題解決のためにお力添えいたします。 
民生委員、児童委員（厚生労働大臣委嘱） 
南純子　　水　釜562番地2　℡ 956－8352 
金城睦昇　嘉手納429番地　  ℡ 956－5951 
金城勝代　水　釜362番地22  ℡ 956－5241 
伊波鶴子　屋　良33番地7　  ℡ 956－1011 
奥間敬子　嘉手納126番地10  ℡ 956－5672 
司法書士 
松堂忠仁　嘉手納121番地2（職）℡ 956－2002
　　　　　　　　　　　　（自）956－3794

心配ごと相談  行政相談  人権相談  心配ごと相談  

＊ 合同相談の日以外でも、相談事業を行っております。相談、問い合わせ等がございましたら、上記の各相談委員へお電話ください。 

◆新任紹介◆ 

比謝川行政事務組合 
ニライ消防本部新採用 
山 城 康 幸  
松 田 　 豊  

◆新任紹介◆ 

　民生委員・児童委員は、地域福祉の推進役として、住民の立場
に立ち、住民と共に安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいます。 
　また、児童や高齢者などに対する家庭内における虐待、あるいは
不登校・引きこもり、社会的孤独など、地域と連携しなければ気付く
ことのできない課題もあり、地域と連携し活動を推進します。 

○地域住民のかかえる問題について、住民の立場に立って相談に応じます。 
○私たちの町にはどんな福祉や支援サービスがあるのか、情報提供等の支援を 
　行います。 
○必要なサービスが受けられるよう、関係機関とのパイプ役になります。 

　氏　名　  
伊 波 鶴 子  
伊 波 豊 子  
池 原 菊 江  
比 嘉 安 春  
護得久恵美子 
奥 間 敬 子  
新 垣 光 子  
漢 那 安 輝  
津波古恵美子 
仲 本 ス へ  
金 城 睦 昇  
仲宗根靜子  
上 間 邦 夫  

担当区 
 
 

東　区 
 
 
 

中央区 
 
 
 

北　区 

　電　話　  
9 5 6 - 1 0 1 1  
9 5 6 - 1 0 3 8  
9 5 6 - 4 6 0 1  
9 5 6 - 7 2 7 6  
9 5 6 - 1 8 9 6  
9 5 6 - 5 6 7 2  
9 5 6 - 1 8 2 4  
090-1949-6322 
9 5 6 - 7 0 6 6  
9 5 6 - 2 1 5 1  
9 5 6 - 5 9 5 1  
9 5 6 - 3 3 4 8  
9 5 6 - 1 5 9 4

　氏　名　  
南 　 純 子  
古 謝 国 枝  
大 城 朝 忠  
金 城 　 宏  
比 嘉 政 子  
奥 間 　 毅  
島袋シズ子  
金 城 勝 代  
知念サヨ子  
仲宗根ヒロ子 
渡久知　勝  
古 堅 寿 勇  
稲 嶺 克 子  

担当区 
 

南　区 
 
 

西　区 
 
 
 

西浜区 
 
 

主　児 

　電　話　  
9 5 6 - 8 3 5 2  
9 5 6 - 8 5 2 7  
9 5 6 - 8 3 8 5  
9 5 6 - 0 4 8 9  
9 5 6 - 5 0 2 4  
090-1948-3574 
9 5 6 - 3 8 0 1  
9 5 6 - 5 2 4 1  
9 5 6 - 6 1 9 2  
9 5 6 - 3 7 1 6  
9 5 6 - 5 6 9 5  
9 5 6 - 2 3 3 0  
9 5 6 - 3 9 7 1

固定資産評価委員 
松 堂 忠 仁  

嘉手納小学校校長 
久 場 明 子  

屋良小学校教頭 
浦 崎 直 哉  

平成21年4月1日付 



広報かでな（8） （9）広報かでな 

町有財産（区分所有建物）の先着順売払いについて 
１．売払いに付する財産 
【新町・ロータリー地区第二種市街地再開発事業施行地区内】 
物件番号 
 
　  １ 　 
 
 
　  ２ 　 
 
 
　  ３ 

物件の名称 
ﾛｰﾀﾘ ２ー号館 
（RB棟） 
103 
C棟 

（RC－2棟） 
105 

新町２号館 
（SB－1棟） 

202

階 
 
１ 
 
 

1～2 
  
 

2～3

床面積 
 

194.94㎡ 
 

162.77㎡ 
（駐車場等を含む。） 

 
 

170.86㎡ 

用途 
 

店舗 
 
 

住宅 
 
 

住宅 

売払価格 
 

44,829千円 
 
 

30,705千円 
 
 

25,842千円 

敷　　　地 
2,087.03㎡ 

（敷地の共有持分 
0.08938） 
838.16㎡ 

（敷地の共有持分 
0.15614） 
2,989.37㎡ 

（賃借権の準共有持分 
0.03074） 

※ 上表中の床面積は建築基準法による壁芯面積であり、登記上の面積とは異なります。 

２．申込資格 
申込みは、町内に現に住所を有する者又は町内に本社がある法人とします。

詳細は応募説明書を御覧ください。 

 
３．申込期間及び申込方法 
　 ※ 平成２１年５月25日（月）から平成２１年９月３０日（水）まで 
　　　（ただし、日・土・祝日を除く） 

　　　午前９時から午前１２時まで、午後１時から午後５時まで 

　　　※応募説明書の配布は、平成２１年５月１日（金）からです。 

４．契約の相手方の決定方法 
　町有財産売払申込書を町が受理した日で先着順となります。ただし、同日

において複数の買受け希望者から申込みがあった場合には、くじ引きにより契

約の相手方を決定します。 

 
５．応募説明書の配布及びお問い合わせ先 
嘉手納町役場　建設部産業振興課　施設管理係 

電話 098－956－2222

町有財産（区分所有建物）の先着順売払いについて 町有財産（区分所有建物）の先着順売払いについて 

水 道 週 間　6月1日～7日 
『おいしいね　この水未来に　いつまでも』  
　水道利用者の理解と関心を深めるため「おいしいね　この水未
来に　いつまでも」を標語に第51回水道週間が実施されます。 
　水道は健康で文化的な生活を営むうえで最も重要な限りある資
源です。また、様々な社会経済活動にとっても不可欠なものになっ
ています。各家庭の節水により「貴重な水大切に！！」使いましょう。 

-ダムから嘉手納町へ-　生命の水  使うあなたが  先ず節水 

福地ダム → 久志浄水場 → 石川浄水場 → 久得配水池 → 各家庭 
水道課　TEL 956-4439

・狂犬病予防集合注射手数料　2,450円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 3,000円 
・注射済票交付申請手数料　　   550円 

期　日　平成 ２１ 年 ５ 月 ３１ 日 （日） 
場　所　嘉手納町役場前駐車場　   9：00～11：30 
　　　　総合福祉センター1階駐車場 
　　　　　　　　　　　　　　　13：30～16：00 
 
お問い合わせ先　嘉手納町役場　町民課 
   TEL　956-1111（環境衛生係） 

 嘉手納町緑化支部では、みどりの日にちな
み、緑いっぱいの町にするため苗木の無料み、緑いっぱいの町にするため苗木の無料
配布を行います。先着配布を行います。先着200名、無くなり次第名、無くなり次第
終了致しますので、お早めにお越しください終了致しますので、お早めにお越しください。 
 

 
 
 
 
【お問い合わせ先】　 
　嘉手納町役場　産業振興課 
　TEL　956－1111（内線325・326） 

 嘉手納町緑化支部では、みどりの日にちな
み、緑いっぱいの町にするため苗木の無料
配布を行います。先着200名、無くなり次第
終了致しますので、お早めにお越しください。 
 

　 と　き　平成21年5月16日（土） 
　 　　　　午前11時 
　 ところ　ロータリー第2駐車場内 
 
【お問い合わせ先】　 
　嘉手納町役場　産業振興課 
　TEL　956－1111（内線325・326） 

メジロを捕らないで！

1. メジロの捕獲は原則禁止ですが、愛がん
を目的とする場合は特別に1世帯につき1
羽のみ捕獲・飼養を許可します。 

2. 違法な捕獲は1年以下の懲役又は100万円
以下の罰金です。 

 
詳しいことは・・・ 
嘉手納町役場 産業振興課  956－1111 
沖縄県自然保護課  866－2243

野生鳥獣は許可等なく捕獲できません。 

新刊図書案内 
　一般図書 

・望郷の道（上下）・私立探偵・麻生龍太郎 
・闇の陽炎衆　・アメリカン・ゴッズ（上下） 
・奇跡の脳　　・ステンドグラス          
 
　開館時間 
　火曜日～金曜日：午前１０時～午後９時      
　土曜日・日曜日：午前１０時～午後６時      
　※ 昼食時もあいています          
 　一人５冊以内　貸出期間１５日以内 
 

●ご協力 
 ・開閉時間外・休館日の返却は、1階に設置されて
いる返却ポストをご利用下さい。          

 ・借りた本の持ち運びバック・袋持参のご協力をお
願いします。 

 ・図書の汚損・破損が気になりますので、取扱いに
ご配慮をお願いします。 

 ・ご家庭に返却期日の過ぎた図書館の図書、絵本な
どがありましたら速やかに返却お願いします。 

 
　児童・絵本 

・森の写真動物記　・たたかうロボット　・ランドセルのはるやすみ 

・地球を救う仕事　・オオカミおうさま　・なぜなぜベスト図鑑 

図書館瓦版 

図書カレンダー 

休館日：月曜日      
　　　：特別整理日（5月28日） 

休館日：月曜日      
　　　：特別整理日（6月25日） 
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平成20年度利用状況 
・利 用 者 数：   6,320人 
・貸 出 冊 数： 19,466冊 
・開 館 日 数：  254日 

＜お問い合わせ先＞ 
嘉手納町立図書館 
嘉手納町字嘉手納290番地9 
TEL 957－2470

図書館瓦版 図書館瓦版 
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町有財産（区分所有建物）の先着順売払いについて 
１．売払いに付する財産 
【新町・ロータリー地区第二種市街地再開発事業施行地区内】 
物件番号 
 
　  １ 　 
 
 
　  ２ 　 
 
 
　  ３ 

物件の名称 
ﾛｰﾀﾘ ２ー号館 
（RB棟） 
103 
C棟 

（RC－2棟） 
105 

新町２号館 
（SB－1棟） 

202

階 
 
１ 
 
 

1～2 
  
 

2～3

床面積 
 

194.94㎡ 
 

162.77㎡ 
（駐車場等を含む。） 

 
 

170.86㎡ 

用途 
 

店舗 
 
 

住宅 
 
 

住宅 

売払価格 
 

44,829千円 
 
 

30,705千円 
 
 

25,842千円 

敷　　　地 
2,087.03㎡ 

（敷地の共有持分 
0.08938） 
838.16㎡ 

（敷地の共有持分 
0.15614） 
2,989.37㎡ 

（賃借権の準共有持分 
0.03074） 

※ 上表中の床面積は建築基準法による壁芯面積であり、登記上の面積とは異なります。 

２．申込資格 
申込みは、町内に現に住所を有する者又は町内に本社がある法人とします。

詳細は応募説明書を御覧ください。 

 
３．申込期間及び申込方法 
　 ※ 平成２１年５月25日（月）から平成２１年９月３０日（水）まで 
　　　（ただし、日・土・祝日を除く） 

　　　午前９時から午前１２時まで、午後１時から午後５時まで 

　　　※応募説明書の配布は、平成２１年５月１日（金）からです。 

４．契約の相手方の決定方法 
　町有財産売払申込書を町が受理した日で先着順となります。ただし、同日

において複数の買受け希望者から申込みがあった場合には、くじ引きにより契

約の相手方を決定します。 

 
５．応募説明書の配布及びお問い合わせ先 
嘉手納町役場　建設部産業振興課　施設管理係 

電話 098－956－2222

町有財産（区分所有建物）の先着順売払いについて 町有財産（区分所有建物）の先着順売払いについて 

水 道 週 間　6月1日～7日 
『おいしいね　この水未来に　いつまでも』  
　水道利用者の理解と関心を深めるため「おいしいね　この水未
来に　いつまでも」を標語に第51回水道週間が実施されます。 
　水道は健康で文化的な生活を営むうえで最も重要な限りある資
源です。また、様々な社会経済活動にとっても不可欠なものになっ
ています。各家庭の節水により「貴重な水大切に！！」使いましょう。 

-ダムから嘉手納町へ-　生命の水  使うあなたが  先ず節水 

福地ダム → 久志浄水場 → 石川浄水場 → 久得配水池 → 各家庭 
水道課　TEL 956-4439

・狂犬病予防集合注射手数料　2,450円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 3,000円 
・注射済票交付申請手数料　　   550円 

期　日　平成 ２１ 年 ５ 月 ３１ 日 （日） 
場　所　嘉手納町役場前駐車場　   9：00～11：30 
　　　　総合福祉センター1階駐車場 
　　　　　　　　　　　　　　　13：30～16：00 
 
お問い合わせ先　嘉手納町役場　町民課 
   TEL　956-1111（環境衛生係） 

 嘉手納町緑化支部では、みどりの日にちな
み、緑いっぱいの町にするため苗木の無料み、緑いっぱいの町にするため苗木の無料
配布を行います。先着配布を行います。先着200名、無くなり次第名、無くなり次第
終了致しますので、お早めにお越しください終了致しますので、お早めにお越しください。 
 

 
 
 
 
【お問い合わせ先】　 
　嘉手納町役場　産業振興課 
　TEL　956－1111（内線325・326） 

 嘉手納町緑化支部では、みどりの日にちな
み、緑いっぱいの町にするため苗木の無料
配布を行います。先着200名、無くなり次第
終了致しますので、お早めにお越しください。 
 

　 と　き　平成21年5月16日（土） 
　 　　　　午前11時 
　 ところ　ロータリー第2駐車場内 
 
【お問い合わせ先】　 
　嘉手納町役場　産業振興課 
　TEL　956－1111（内線325・326） 

メジロを捕らないで！

1. メジロの捕獲は原則禁止ですが、愛がん
を目的とする場合は特別に1世帯につき1
羽のみ捕獲・飼養を許可します。 

2. 違法な捕獲は1年以下の懲役又は100万円
以下の罰金です。 

 
詳しいことは・・・ 
嘉手納町役場 産業振興課  956－1111 
沖縄県自然保護課  866－2243

野生鳥獣は許可等なく捕獲できません。 

新刊図書案内 
　一般図書 

・望郷の道（上下）・私立探偵・麻生龍太郎 
・闇の陽炎衆　・アメリカン・ゴッズ（上下） 
・奇跡の脳　　・ステンドグラス          
 
　開館時間 
　火曜日～金曜日：午前１０時～午後９時      
　土曜日・日曜日：午前１０時～午後６時      
　※ 昼食時もあいています          
 　一人５冊以内　貸出期間１５日以内 
 

●ご協力 
 ・開閉時間外・休館日の返却は、1階に設置されて
いる返却ポストをご利用下さい。          

 ・借りた本の持ち運びバック・袋持参のご協力をお
願いします。 

 ・図書の汚損・破損が気になりますので、取扱いに
ご配慮をお願いします。 

 ・ご家庭に返却期日の過ぎた図書館の図書、絵本な
どがありましたら速やかに返却お願いします。 

 
　児童・絵本 

・森の写真動物記　・たたかうロボット　・ランドセルのはるやすみ 

・地球を救う仕事　・オオカミおうさま　・なぜなぜベスト図鑑 

図書館瓦版 

図書カレンダー 

休館日：月曜日      
　　　：特別整理日（5月28日） 

休館日：月曜日      
　　　：特別整理日（6月25日） 
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平成20年度利用状況 
・利 用 者 数：   6,320人 
・貸 出 冊 数： 19,466冊 
・開 館 日 数：  254日 

＜お問い合わせ先＞ 
嘉手納町立図書館 
嘉手納町字嘉手納290番地9 
TEL 957－2470

図書館瓦版 図書館瓦版 
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定
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議
会
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嘉
手
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中
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卒
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5月
町
老
人
ク
ラ
ブ
作
品
展
示
会

町
老
人
ク
ラ
ブ
作
品
展
示
会

 
―
手
工
芸
品
や
書
道
な
ど
―

―
手
工
芸
品
や
書
道
な
ど
―

  

　
三
月
十
四
日
、
十
五
日
の
両
日
、
町

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
「
第
十

一
回
嘉
手
納
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
作

品
展
示
会
」
（
同
連
合
会
主
催
）
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
作
品
展
示
会
は
、
ク
ラ
ブ
活
動

や
サ
ー
ク
ル
活
動
で
作
成
し
た
作
品
を

発
表
し
、
伝
統
文
化
の
継
承
と
地
域
と

の
交
流
を
目
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
会
場
に
は
、
竹
か
ご
や
バ
ッ
ク
な
ど

の
手
工
芸
品
、
書
道
や
絵
画
、
加
工
品

な
ど
自
慢
の
作
品
が
並
び
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。

　
な
か
に
は
、
作
品
に
見
入
っ
て
い
る

姿
も
見
ら
れ
、
会
場
は
多
く
の
来
場
者

で
賑
い
ま
し
た
。

　3月26日、北区コミュニティーセンターにおいて
ミニデイサービス百の会が主催する「お茶会」が開
かれました。
　お茶会には、嘉手納小学校お茶クラブの皆さんが
ボランティアで参加し、お手前を披露しました。
　会は和やかな雰囲気の中、美味しいお茶とお菓子
が参加者へ振る舞われ、みんなで春の行事を楽しん
でいました。

▲ 多彩な手工芸品に見入る来場者

▲ 美味しいお茶とお菓子に舌鼓を打つ参加者

  

第4期老人福祉計画
― 宮城篤実町長へ答申 ―

　平成20年10月に老人
福祉計画策定の諮問を
受け審議を進めてきた策
定委員会（委員長上地武

昭）は、去る2月の委員会で決定となった計画を町長へ答申しました。
　上地委員長は「寝たきりにならないことが大事であり、実行する側がきちん
とやってほしい」と計画を報告。答申を受け宮城町長は「しっかりと実行して
いきたい」と述べました。
　当計画は、町の老人福祉に関して高齢者が住みなれた地域で安心して
暮らせるよう、介護予防と地域全体で支えあう仕組みづくり等を推進していく
ため、平成21年度から23年度までの三年間の老人福祉に対する供給体制を
定めたものです。 ▲ 答申を受ける宮城町長

第4期老人福祉計画
― 宮城篤実町長へ答申 ―

町
老
人
ク
ラ
ブ
作
品
展
示
会
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芸
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書
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ど
―

山
本
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山
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達
人
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資
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展
示
会
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―

―
愛
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豊
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展
―

　
三
月
二
十
六
日
か
ら
四
月
十
日
ま
で

町
役
場
ロ
ビ
ー
に
お
い
て
「
嘉
手
納
町

史
新
収
蔵
品
展
〜
山
本
達
人
氏
寄
贈
資

料
展
示
会
〜
」
（
町
教
育
委
員
会
主
催
）

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
町
内
で
小
児
科
医
院
を
開
業
し
て
い

た
山
本
さ
ん
が
、
診
療
活
動
を
続
け
る

か
た
わ
ら
当
時
の
町
や
子
ど
も
達
の
様

子
を
永
年
に
わ
た
り
撮
り
続
け
た
写
真

を
町
教
育
委
員
会
へ
寄
贈
さ
れ
た
こ
と

で
写
真
展
が
実
現
し
ま
し
た
。

　
役
場
を
訪
れ
た
皆
さ
ん
は
、
暖
か
く
、

思
い
や
り
の
あ
る
山
本
さ
ん
の
写
真
に

昔
を
懐
か
し
み
、
楽
し
ん
で
い
る
様
子

で
し
た
。

　
今
後
寄
贈
さ
れ
た
写
真
は
、
町
史
資

料
と
し
て
活
用
し
て
い
き
ま
す
。

▲ 町教育委員会へ写真を寄贈する山本達人氏

山
本
達
人
氏
寄
贈
資
料
展
示
会
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愛
情
豊
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な
写
真
展
―


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

